
平成２９年３月１２日から現行の中型免許と普通免許の間に準中型免許が新

設されます、これに伴い新たに取得した普通免許で運転できる車両総重量と

最大積載量が変更になります、既に取得されている方は改正前と同等の車両

を運転できますが、新規で取得される際はご注意下さい。

平成２９年３月１１日までに普通免許を取得された方。

車両総重量５ｔ未満 最大積載量３ｔ未満の自動車。

平成２９年３月１２日以降に普通免許を取得された方。

車両総重量３．５ｔ未満 最大積載量２ｔ未満の自動車。

準中型免許は１８歳から取得可能で

車両総重量７．５ｔ未満 最大積載量４．５ｔ未満の自動車。

注・・・平成２９年３月１２日までは準中型免許の教習は開始できません。

平成２９年３月１0日までに免許取得をご希望の方は平成２８年１１月中の

入所が目安となります、早生まれの方はご相談下さい。また１月～３月は教

習所が大変混雑いたしますのでご理解頂きます様お願い申し上げます。


